
 

２０１９年度 活 動 計 画 

 

１ 事業期間：2019年4月1日から2020年3月31日 

        

２ 協会事業の概要 

2.1 ２０１９年度通常総会 

     日時：２０１９年５月２６日（日） ～ 

     場所：奈良環境カウンセラー協会 事務所３Ｆ フロムワン会議室 

                  

2.2 定例会議の開催 

 毎月例会を開催し、各メンバー間の情報交流を実施する。 

 

３ 事業の実施に関する事項                     ≪敬称略≫ 

3.1 環境に関する調査、施策立案、及び施策指導の受託に係る事業 

 １）奈良県ゼロエミッション推進対策として「環境カウンセラー派遣事業」を受託し実施

する。（主担当：千葉） 

 

２）奈良県ＣＯ２削減対策として「ＣＯ2削減アドバイザー派遣事業」を受託し実施する。

（主担当：坂上） 

 

３）行政及び環境関連団体との連携活動 

①環境省や奈良県、および県下の市町村と意見交換や情報交流とともに、環境関連団体

も含めた協働での取組を推進する。 

②学校などとの環境学習にかかる協働活動の拡大を図る。 

 

3.2 環境に関する個別問題のコンサルタント事業 

この事業は3.1及び3.4と連動して実施するので、そちらを参照。 

 

3.3 環境に関する教育及び啓発の推進に係る事業 （環境コミュニケーション） 

奈良県環境県民フォーラムや奈良市地球温暖化対策地域協議会などとの連携、環境カウ

ンセラー近畿地区研修、EA21全国交流研修など多彩な催しでの共催や協力による環境活

動を実施する。 

 

3.4 環境管理の指導及び監査に係る事業 

１）「エコアクション２１地域事務局なら」の活動 

  EA21にかかる認証審査における事務、ならびに運営委員会、判定委員会、研修会の開

催などを実施する。 

  なお、地域事務局の登録認定については、事務局母体にかかる中央事務局（一般財団法

人持続性推進機構）の規程（常勤者の確保など）を満足しないため、9月に登録を返上す

るので、上記の実施はそれまでの間とする。 

また、9月以降の地域事務局の事務移管については、地域事務局大阪に移管する作業を

中央事務局との調整を踏まえて進め、併せて、9月までには登録事業者など関係者への周

知を図って行く。 

 

２）奈良県庁環境マネジメントシステム推進支援 



  奈良県との協働事業を通じて、環境マネジメントシステムの推進を支援し、奈良県の環

境マネジメントシステム運用の支援を行う。 

なお、地球温暖化対策地域計画など市町村での同様の取組に対して協力する。 

 

3.5 環境カウンセラー普及、啓発 

    １） 環境活動の啓発 

   環境イベントなどによる市民への啓発活動を実施し、各種関連の環境情報の提供、市

民との交流を行なう。 

   ２０１９年度通常総会においては、環境にかかる公開セミナーも開催する。 

                  

    ２） 広報活動 

     ① ホームページの運用 

   ホームページを奈良県の環境情報「エコ奈良」にリンクして関連情報交流を図る。ま

た会員が交代で話題提供を行う。 

     ② 環境展示等によるＰＲ 

関連の「環境フェアー」、「環境フェスティバル」、「環境シンポジウム」などのイベン

トに積極的に参加して、市民や行政、団体とのパートナーシップ交流を深める。 

     ③ 地域との交流 

佐保川清掃や船橋商店街主催行事等への参加など地域との交流、地域環境の改善に協

力する。 

                           以上 

 

 


